
 

議案第６号 

丸山町地区計画（案）の決定（碧南市決定）について 

１ 計画の趣旨 

  丸山町地区（約０．６ヘクタール）については、用途地域の変更に加え、道 

路インフラが整った良好な市街地となることを確実にするため、地区内の未整 

備箇所の残る道路（道路１号）が確実に整備されるよう、地区施設として位置 

づけた地区計画の決定を行う。 

２ 丸山町地区計画の内容 

  丸山町地区計画（案）のとおり 

３ 計画の箇所 

  計画区域は計画図表示のとおり 

４ 住民説明会 

令和６年６月１３日（木）丸山町地区 

５ 縦覧期間、意見書提出期間及び縦覧者数 

(1) 縦覧期間 

ア 碧南市地区計画等の案の作成手続に関する条例に基づく縦覧 

    令和６年１０月９日（水）から令和６年１０月２３日（水） 

イ 都市計画法第１７条第１項に基づく縦覧 

令和６年１１月８日（金）から令和６年１１月２２日（金） 

(2) 意見書提出期間 

ア 碧南市地区計画等の案の作成手続に関する条例に基づく提出期間 

    令和６年１０月９日（水）から令和６年１０月３１日（木） 

  イ 都市計画法第１７条第２項に基づく提出期間 

令和６年１１月８日（金）から令和６年１１月２２日（金） 

(3) 縦覧者数  

ア 碧南市地区計画等の案の作成手続に関する条例に基づく縦覧者数 

 ０名 

イ １７条第１項に基づく縦覧者数 

 １名 

６ 意見書の提出 
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  無 

７ 今後の予定 

  愛知県都市計画審議会 令和７年２月予定 

８ 効力の発生日 

  変更告示 令和７年３月予定 
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